
納　期　限

くらしの相談

おおかわ　　ひで き

てらさき　　すず こ

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇無料人権相談
　時　８月19日（金）
　　　10：00～15：00
　場　福祉センター３階
　相談員　人権擁護委員
　問　和歌山県地方法務局
　※人権相談は、人権擁護委員の
　　自宅及び法務局において常時
　　受け付けています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　８月10日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908

　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

今月の納期限は８月31日（水）です
◇市・県民税（２期）
◇国民健康保険税（２期）
◇後期高齢者医療保険料（２期）
◇介護保険料（８月分）

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
毎
年
８
月
中
に
現
況
届

を
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
が
同
じ
で
な
い
児
童

に
対
し
て
、
生
活
の
安
定
と
自
立

を
図
る
た
め
、
手
当
を
支
給
す
る

制
度
で
す
。

　
な
お
、
児
童
扶
養
手
当
の
現
況

届
の
提
出
が
な
い
と
、
引
き
続
き

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
２
年
間
提
出
が
な
い
場

合
、
受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
　
次
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
児
童

（
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
、

ま
た
は
20
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い

の
あ
る
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
父

や
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
養

育
し
て
い
る
方
で
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
後
、

父
ま
た
は
母
と
別
れ
て
生
活
し

て
い
る
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

※

こ
の
他
に
も
支
給
要
件
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
支
給
に
関
し
て

所
得
制
限
等
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
提
出
期
間

　
８
月
１
日（
月
）
〜
31
日（
水
）

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※

８
月
２
日（
火
）
、
26
日（
金
）は

19
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

※

所
得
制
限
に
よ
り
手
当
が
全
部

停
止
に
な
っ
て
い
る
方
も
届
出

が
必
要
で
す
。

申
・
問
　
社
会
福
祉
課
福
祉
児
童
係

　
☎
０
７
３
８
・
５
２
・
５
０
３
３

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

　
現
在
お
持
ち
の
「
ひ
と
り
親
家

庭
医
療
費
受
給
資
格
証
」
の
有
効

期
間
は
、
令
和
４
年
10
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
11
月
以
降

引
き
続
き
、
ま
た
は
新
た
に
ひ
と

り
親
家
庭
医
療
費
の
支
給
を
受
け

る
た
め
に
は
、
申
請
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　
７
月
下
旬
に
案
内
及
び
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
対
象
と
な

る
方
の
健
康
保
険
証
な
ど
必
要
書

類
を
添
え
、
８
月
中
に
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
手
続
が
完
了
し
な
い
場

合
、
11
月
以
降
の
受
給
資
格
は
発
生

し
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
　
健
康
福
祉
課
福
祉
医
療
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

８
月
中
に
提
出
を
！

児
童
扶
養
手
当
「
現
況
届
」

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
の

更
新
申
請
に
つ
い
て

クビアカツヤカミキリの早期発見！
もも、すもも、うめ、さくらを守ろう！
　果樹園やさくらでフラス（幼虫の糞と木くずが混ざった物）を発見
したら最寄りの振興局またはＪＡに連絡してください。

♦問い合わせ　市役所 農林水産課　 　　　  ☎0738-23-5510
　　　　　　　日高振興局 農業水産振興課　☎0738-24-2930

メス成虫オス
株元に溜まったフラス

詳しい情報はこちらから
（和歌山県HP）

環境衛生課
☎0738-23-5506

不燃・大型ごみ
を出す日

ステーションステーション

　
令
和
４
年
度
の
緑
の
募
金
は
各

自
治
会
を
通
じ
て
多
く
の
市
民
の

皆
様
か
ら
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

総
額
50
万
６
４
９
５
円
と
な
り
ま

し
た
。

　
こ
の
募
金
は
公
益
財
団
法
人
和

歌
山
県
緑
化
推
進
会
を
通
じ
て
森

林
整
備
や
緑
化
の
推
進
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

問

　農
林
水
産
課 

農
林
水
産
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
０

　
８
月
26
日
〜
９
月
１
日
は
全
国

一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０

番
」
強
化
週
間
で
す
。

　
い
じ
め
や
体
罰
、
虐
待
な
ど
の

子
ど
も
に
関
す
る
人
権
な
ん
で
も

相
談
で
す
。

　
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
電
話
番
号
は
全
国
共
通
で

通
話
も
無
料
で
す
。
法
務
局
職
員

と
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人

も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
　
８
時
30
分
〜
19
時
（
平
日
）

　
　
1 0
時
〜
17
時
（
土
・
日
）

問
　
和
歌
山
地
方
法
務
局

　
　
和
歌
山
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

　
☎
０
７
３
・
４
２
２
・
５
１
３
１

　
日
本
遺
族
会
は
厚
生
労
働
省
か

ら
の
補
助
を
受
け
「
戦
没
者
遺
児

に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の

参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

料
　
参
加
費
と
し
て
10
万
円

場
　
広
域
地
域
及
び
特
定
地
域

　
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
ほ
か
15
地
域
）

対
　
本
年
度
に
実
施
す
る
地
域

　
（
16
地
域
）
の
戦
没
者
の
遺
児

※

付
添
希
望
者
は
要
相
談

※

参
加
者
の
高
齢
化
を
考
慮
し
、
看

護
師
が
同
行
し
ま
す
。

申
　
在
住
す
る
各
都
道
府
県
遺
族
会

　
　
事
務
局

　
　
和
歌
山
県
遺
族
連
合
会

　
☎
０
７
３
・
４
２
４
・
５
８
１
３

問
　
日
本
遺
族
会
事
務
局
　

　
☎
０
３
・
３
２
６
１
・
５
５
２
１

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し

て
、
国
民
年
金
に
係
る
次
の
手
続

き
に
つ
い
て
、
電
子
申
請
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

①
国
民
年
金
加
入
の
届
出
（
資
格

取
得
・
種
別
変
更
）

②
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
申
請

③
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
申
請

　
電
子
申
請
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用

登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
24
時

間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
申
請
が
で

き
、
処
理
状
況
や
申
請
結
果
も
確
認

で
き
ま
す
。

※

詳
し
く
は
二
次
元
コ
ー
ド
（
日
本

年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
か
ら

ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

問
　
国
保
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
年
金
記
録
の
確
認
、
年
金
の
請

求
、
年
金
見
込
み
額
の
試
算
な
ど
、

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
に
つ
い
て
の

ご
相
談
・
手
続
き
を
お
受
け
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
　
９
月
15
日
（
木
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分

　
　
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
３
階
会
議
室

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

　
を
受
付
し
て
い
ま
す
。
）

問
　
国
保
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
毎
年
、
お
盆
に
な
る
と
、
斎
場
に

お
供
え
物
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
処
理
に
困
っ
て
い
ま
す
。

　
斎
場
は
、
火
葬
業
務
を
行
う
と

こ
ろ
で
す
。
お
供
え
物
の
持
ち
込

み
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
環
境
衛
生
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
・

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請
等

の
電
子
申
請
に
つ
い
て

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【８月28日（日）】
　 ８：00～11：30
　平日・休日とも搬入許可申請書
　が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー(名田)）

古紙回収の
利用について

　ダンボール、雑誌、新聞紙は
燃えるごみとして出すのではな
く、各町内会や地域の小中学校
で実施している古紙回収をご利
用ください。
　古紙回収に出すことで、トイ
レットペーパーや新しいダン
ボール、再生紙等に生まれ変わ
ります。
　美しいまちごぼうのために皆様
のご協力よろしくお願いします。

◇資源ごみ
　 ２日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　 ９日（第２火曜日）
　30日（第５火曜日）
◇燃えないごみ
　16日（第３火曜日）
◇燃える大型ごみ
　23日（第４火曜日）
☆ライターは中身を使い切り、

ガスを抜いてから燃えないご
みとして出してください。

☆ペットボトルは市内に設置して
いる回収箱をご利用ください。

緑
の
募
金
活
動
の
お
礼

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

０
１
２
０
・
０
０
７
・
１
１
０

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊

友
好
親
善
事
業
参
加
者
募
集

斎
場
か
ら
の
お
願
い

お
供
え
物
の
持
込
は
禁
止
で
す

二次元コード
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